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地 域 再 生 計 画 

 

１ 地域再生計画の名称 

  美しい自然を活かし、笑顔で暮らせる村づくり計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

  長野県、小谷村 

 

３ 地域再生計画の区域 

  長野県北安曇郡小谷村の全域 

 

４ 地域再生計画の目標  

４－１ 地域の現況 

  小谷村は、長野県の最西北端に位置し、日本海側の気候に属することから、冬期

の積雪が２ｍにも達する全国屈指の豪雪地帯であり、村中央を日本海へ向かって流

れる一級河川姫川を挟み、東側山地は妙高戸隠、西側山地は中部山岳と２つの国立

公園の壮大な自然に囲まれた急峻な山間地域である。 

  村の人口は、昭和３５年には７，９１７人であったが、平成２７年の国勢調査人

口は２，９０４人と減少傾向に歯止めが効かない状況である。また高齢化率（６５

歳以上人口）についても、平成３１年４月現在で３７．９％、５年間で約２．５％

上昇しており、過疎対策及び地域振興施策が急務となっている。 

  産業構造は、元来より住民の生活を支えていた農林業については、その過酷な自

然環境から生じる農林業基盤の劣悪さから衰退し、替わって昭和４０年頃から、豊

かな自然と雪を活かしたスキー場開発による観光業が発展し、現在においても産業

構造の中核となるものである。 

 

４－２ 地域の課題 

  近年の慢性的な経済不況、多様化する観光ニーズ、人口減少とともにスキー人口

の減少や消費額の落ち込みが進んでいる。主産業の観光業の低迷が、本村の経済に

大きな影響を与え、生活基盤が整備されていない集落からの人口流出に拍車がかか

っている状況である。 

  急傾斜地に集落が点在することから、道路事情が悪くまた、上下水道などのライ

フラインや通信設備も都市部と比較し、大きく劣っておりこれらの環境面での不利

益さが人口減と関連があるとも言わざるを得ない状況である。 

  しかしながら、当村は２つの国立公園に抱かれた壮大で美しい自然が大きな魅力

であり、この自然を活かした観光誘客や、山の豊かな資源である山菜やきのこ等の

特用林産物を活かした地域色を演出した食文化もあり、それぞれの季節に応じた自

然の魅力を発信できる環境でもある。自然が豊かな山である故、急峻な山腹を走る

村道や林道はカーブが多く、幅員が狭いなど、地域住民の生活や観光誘客の支障と

なっており、緊急車両等対応を含め、施設面での安全・防災対策が急務である。 
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４－３ 計画の目標 

  2 つの国立公園内の観光地へ繋がる村道や林道の修繕・改良を一体的に行い、ア

クセスの利便性や緊急時の安全確保を図るとともに、豊富な林産資源の有効活用と

自然を生かした体験プログラムを充実させ、自然を利用した観光誘客と受け入れる

村人が明るく元気なむらづくりを進める。 

 

（目標１）観光・交流人口の増加 

・栂池高原エリアグリーン期観光受入客の増加 

（観光地利用調査集計による） 

       栂池高原８０，０００人（令和元年）→ 

８８，０００人（令和２年）→ ９５，０００人（令和７年） 

・雨飾高原エリア利用者の増（観光地利用調査集計による） 

      ２０，０００人（令和元年）→ 

 ２５，０００人（令和２年）→３２，０００人（令和７年） 

（目標２）自然体験型プログラム受入客の増加 

      ・おたり自然体験受入客の増加 

       １，０００人（令和元年）→  

 ２，０００人（令和２年）→３，２００人（令和７年） 

（目標３）観光地間等へのアクセス改善、観光周遊性の向上 

・観光周遊道路機能向上 

林道姫川妙高線 雨飾高原（湯峠）から村道千国若栗線・村道栂池若

栗線経由 栂池高原まで 

６０分（令和元年）→５０分（令和７年） 

      ・災害時アクセス機能向上 

村道伊折線（番場～千国﨑） 

   国道１４８号通行止め迂回路なし（令和元年） 

→緊急時迂回路確保（令和７年） 

       村道大峯線（長崎～上手村） 

２０分（令和元年）→１５分(令和６年) 

      ・緊急車両アクセス向上 

       林道大池線（栂池自然園～小谷村診療所） 

          ４０分(令和元年) →３０分(令和７年) 

 

５ 地域再生を図るために行う事業  

５－１ 全体の概要 

 小谷村の中央を国道１４８号が縦断しており、村中心部（役場）から、北は北陸

自動車道糸魚川Ｉ．Ｃまで約４５分、南は長野自動車道安曇野Ｉ．Ｃまで７０分を

要する。この国道１４８号から各集落や各観光スポットへ櫛形に伸びる村道や林道

の大半は急峻な山腹道路に立地しているため、幅員の狭小、法面や路肩が未整備で

あるなど道路状況が改善されていないため、住民生活や観光誘客の支障となってい
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る。 

このため、観光スポットへのアクセスに時間が割かれること、周遊範囲が限られ

ること、また事故等の緊急時には医療機関までに多大な時間を要すること、災害時

の複数路線なく迂回路が確保できない等、不安が叫ばれている。 

栂池自然園や森林資源の宝庫雨飾高原等の観光地へ通じる村道や林道の修繕・改

良を行うことで、地域の豊富な観光スポットに連動性がもたらされ、観光客数の増

加や滞在日数の延長、緊急時の安全を図るとともに、体験型メニューの提供により、

滞在型観光と地域住民との交流の促進を目指す。加えて、緊急時の医療機関へのア

クセス向上、迂回路等も整備されれば、小谷村の自然を生かしつつ、観光産業を主

とした産業が今後も継続的に促進できるものと考えている。 

  

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

道整備交付金【Ａ３００８】 

対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を完了している。 

なお、整備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面による。 

    ・村道 道路法に規定する村道に認定済み。（ ）内は認定年月日。 

      千国若栗線 （昭和５９年 １月１０日） 

      栂池若栗線 （昭和６３年 ３月２８日） 

      伊折線   （昭和５９年 １月１０日） 

      大峯線   （昭和５９年 １月１０日） 

 

    ・林道 森林法による中部山岳地域森林計画書（平成２３年４月策定）に路

線を記載。 

      大池線 

      姫川妙高線 

 

［施設の種類］  ［事業主体］ 

・村 道     長野県 小谷村 

・林 道     小谷村 

 

［事業区域］ 

・小谷村 

 

［事業期間］ 

・村 道          令和２年度～令和７年度 

・林 道     令和２年度～令和６年度 

 

［整備量及び事業費］ 

・村道１.６３４ｋｍ、林道０．７４１ｋｍ 

・総事業費 １，１５４，９００千円（うち交付金 ５７７，４５０千円） 
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村道 １，０２６，０００千円（うち交付金 ５１３，０００千円） 

林道   １２８，９００千円（うち交付金  ６４，４５０千円） 

 

［事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法］ 
 

（令和/年度） 
基準年 

(R1) 
R2 R3 R4 R5 R6 R7 

指標１ 観光地等までのアクセス改善        

雨飾高原～栂池高原 60 分 60 分 60 分 55 分 50 分 50 分 50 分 

指標２ 林道安全対策        

   狭い林道の箇所整備 15 箇所 13 箇所 11 箇所 10 箇所 9 箇所 8 箇所 8 箇所 
 

毎年度終了後に小谷村職員が所要時間を計測し、速やかに状況を把握する。 

 

［事業が先導的なものであると認められる理由］ 

（政策間連携） 

村道及び林道を一体的に整備することにより、個別に整備するのに比べて、

効率性高く、観光地へのアクセスや林業の振興といった地域再生の目標達成に

より資するとともに、全体の整備コストの削減が期待できるという点で、先導

的な事業となっている。 

村道伊折線の整備は、長野県強靭化計画に明記された事業である。 

 

５－３ その他の事業 

 地域再生法による特別の措置を活用するほか、「美しい自然を活かし、笑顔で暮

らせる村づくり計画」を達成するため、以下の事業を総合的かつ一体的に行うもの

とする。 

 

５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

 該当なし 

 

５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

（１）森林活用・森林セラピー推進事業 

内  容 森林セラピー基地に認定されている小谷村は、村内４路線のセ

ラピーロードを活用し、ガイドによるセラピー体験を常時開催

している。森林のもつ有益な効用を発揮しつつ、安心して森林

内を散策できるようロード整備や緩衝帯整備（間伐・下草刈り）

を行い、緑豊かな森林・景観づくりを行う(長野県支援事業)。 

実施主体 小谷村 

実施期間 令和２年４月～令和８年３月 
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（２）有害鳥獣対策事業 

内  容 熊や鹿等の鳥獣被害が、農作物だけではなく観光スポットへの

出没が増加していることから、鳥獣の行動調査や必要に応じて

捕獲作業、集落・観光地周辺の緩衝帯整備（下草刈り）等を行

い安全を図る(長野県支援事業)。 

実施主体 小谷村 小谷村有害鳥獣対策協議会 

実施期間 令和２年４月～令和８年３月 

 

（３）情報拠点施設整備・運営 

内  容 小谷村の交流拠点｢道の駅おたり｣は多くの観光客が立ち寄る

村内重要観光施設である。観光案内だけでなく特産品の販売、

食事の提供、掛け流し温泉まで整備されている商業施設として

人気スポットとして位置づけられている。観光等情報発信に効

果のあるこの施設を有意義に活用し、観光誘客及び交流人口の

増加を図る（小谷村単独事業）。 

実施主体 小谷村 （株）道の駅おたり 

実施期間 令和２年４月～令和８年３月 

 

 

（４）観光振興事業 

内  容 周辺他自治体の観光地と連携し、北アルプスの魅力を活かした

観光情報を、パンフレット、メディア等の広告媒体を活用した

宣伝を展開するとともに、観光地において四季折々のイベント

を企画運営し、観光誘客の促進を図る（小谷村単独事業）。 

実施主体 小谷村観光連盟、小谷村 

実施期間 令和２年４月～令和８年３月 

 

（５）地場産業育成進事業 

内  容 緑豊かな環境がもたらす特用林産物（山菜・きのこ）など、こ

の気候が育て上げる農産物をこの環境を利活用しながら収益

をあげる産業育成を強化し、農地の有効利用や新たな雇用の場

を創出する（小谷村単独事業）。 

実施主体 小谷村、小谷村商工会、（株）道の駅おたり 

実施期間 令和２年４月～令和８年３月 

 

６ 計画期間  

  令和２年度～令和７年度 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 
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４に示す地域再生計画の目標については、計画期間の中間年度及び計画年度終了

後に長野県小谷村が必要な調査等を行い、速やかに状況を把握する。 

定量的な目標に関わる基礎データは、長野県小谷村の観光地利用状況調査や施設

管理者及び管理運営者に調査を用い、中間評価、事後評価の際には、この調査の集

計を行うことにより目標の達成状況に係る評価を行う。 

 

 ７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

    令和元年 

（基準年度） 

令和４年 

（中間年度） 

最終目標 

目標１ 

観光受入人口の増加 

栂池高原アリア観光客 

雨飾高原利用者 

 

 

80,000人 

20,000人 

 

 

88,000人 

25,000人 

 

 

95,000人 

32,000人 

目標２ 

観光交流人口の増加 

自然体験型プログラム

受入客の増加 

1,000人 2,000人 3,200人 

目標３ 

アクセス改善 

観光周遊道路機能向上 

災害時道路機能向上 

 

 

  45分 

 ――― 

 

 

――― 

――― 

 

 

35分 

迂回路あり 

  

（指標とする数値の収集方法） 

項  目 収集方法 

観光受入・利用人口の

増加 

小谷村が実施する観光地利用状況調査及び各受

入施設管理者からの利用者数の集計より 

自然体験型プログラム

受入客の増加 

小谷村が実施する観光地利用状況調査及び体験

プログラム受入管理者の利用者数集計より 

アクセス改善 路線毎の実測調査より 

 

・目標の達成状況以外の評価を行う内容 

１．事業の進捗状況 

２．総合的な評価や今後の方針 

    

 ７－３ 目標の達成状況に係る公表の手法 

４に示す地域再生計画の目標の達成状況を始め中間評価及び事後評価の内容を、

長野県公式ウェブサイトにおいて、小谷村観光振興課は小谷村公式ウェブサイト及

び小谷村掲示板において、速やかに公表する。 

 


